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1 R4.4.18 R4.6.1 第２学年第３３回学年会会議録（令和３年１２月２３日付） 2 1
都立白鷗高等
学校附属中学
校

2 R4.4.18 R4.6.1 令和３年度高等部普通科２年生活単元学習年間指導計画 1 1
都立港特別支
援学校

3 R4.4.18 R4.6.1 令和３年度人権教育全体計画 1 1 都立花畑学園

4 R4.4.18 R4.6.1 令和３年度１１月２９日職員会議録 4 1 都立立川学園

5 R4.4.14 R4.6.1
文書保存年限で遡れる時期から、東部センター（水道橋）が発出している都立高
校の校長連絡会招集（開催通知）、次第・議題の記載がある文書

27 1
東京都東部学
校経営支援セ
ンター

6 R4.5.24 R4.6.2 ●●小学校担任の●●に関する事故報告書 1
請求のあった文書があるかないかを明らかにすることで、非開示情
報を開示してしまうこととなるため

教育庁人事部
職員課

7 R4.5.20 R4.6.3 初任者研修の育成指導のためのガイドライン、それに関係する書面の全て 1 請求に係る公文書は、作成しておらず、存在しないため
教育庁人事部
職員課

8 R4.4.7 R4.6.6 防災講話実施要項 1 1
都立園芸高等
学校

9 R4.4.7 R4.6.6
自衛隊防災講話で①自衛隊が使用した配布資料③感想文をまとめた文書③企画調
整会議議事録

1

自衛隊員が学校に持ち込んだデータを使用して防災講話を行ったた
め、学校は取得しておらず、校内には存在しないため
生徒が書いたアンケートは、生徒に返却済みであるため、校内には
控えを含め存在しないため

都立園芸高等
学校

10 R4.4.7 R4.6.6 防災講話実施要項 1 1
都立荒川工業
高等学校

11 R4.4.7 R4.6.6
①企画調整会議及び職員会議の会議録②自衛隊が使用した資料③感想文をまとめ
た文書

1

・企画調整会議及び職員会議において、防災講話実施要項のみ提示
され、会議録等の記録が存在しないため
・自衛隊員が学校に持ち込んだデータを使用して防災講話を行った
ため、学校は取得しておらず、校内には存在しないため
・生徒に感想文を書かせていないため、存在しないため

都立荒川工業
高等学校

12 R4.4.7 R4.6.6 企画調整会議会議録、生活指導部企画資料、生活指導部会議資料 7 1
都立富士高等
学校

13 R4.4.7 R4.6.6 自衛隊防災講話で①自衛隊が使用した配布資料②感想文をまとめた文書 1

・自衛隊員が持ち込んだデータを使用して防災講話を行ったため、
学校は取得しておらず、校内には存在しないため
・生徒に感想文・アンケートを提出させていないため、存在しない
ため

都立富士高等
学校

14 R4.4.7 R4.6.6
①第４回避難訓練実施計画案（11月29日企画調整会議用）②令和３年度総務部会
会議録（第13回）

2 1
都立野津田高
等学校

15 R4.4.7 R4.6.6 自衛隊スライド「防災訓練～大地震で生き残るために～」 29 1
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの（他の
情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるこ
ととなるものを含む。）であるため

都立野津田高
等学校

16 R4.4.7 R4.6.6 感想文をまとめた文書 1 生徒に感想文を提出させていないため、存在しない
都立野津田高
等学校

17 R4.4.7 R4.6.6 企画調整会議会議録、関係機関と連携した防災講話の報告書 4 1
都立新島高等
学校

18 R4.4.7 R4.6.6 企画調整会議会議録、関係機関と連携した防災講話の報告書 7 1
都立江戸川高
等学校

決定区分 （根拠規定）条例７条
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19 R4.4.7 R4.6.6
企画調整会議会議録、総務部企画調整会議資料、令和３年度避難訓練（防災講
話）実施要項（案）

4 1
都立羽村高等
学校

20 R4.4.7 R4.6.6 関係機関と連携した防災講話の報告書 1 1

個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの（他の
情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるこ
ととなるものを含む。）であるため（東京都情報公開条例第７条第
２号）

都立羽村高等
学校

21 R4.5.28 R4.6.8

●●までに●●小学校教諭・●●が逮捕された事案に関し、●●等の懲戒処分等
に関する公文書一切（当該事案に関する●●以外の者（監督責任者等）の処分等
に関する公文書、●●等の顛末書・弁明・反省文等、被害者・関係者からの聞き
取り、当該処分等についての事例等の一切を含む。）

1
請求のあった文書があるかないかを明らかにすることで、非開示情
報を開示してしまうこととなるため

教育庁人事部
職員課

22 R4.5.28 R4.6.8

●●までに逮捕された●●小学校教諭・●●に関する採用から本日までの出勤
簿・休暇簿・超過勤務命令簿・テレワークに関する公文書・事例（当該事案発覚
後に辞職した場合、辞職願と辞職についての意思決定の経緯等についての公文書
を含む。）（いずれもその正式名称を問わない）

1
請求のあった文書があるかないかを明らかにすることで、非開示情
報を開示してしまうこととなるため

教育庁人事部
職員課

23 R4.4.14 R4.6.8

・【高等学校教育課】令和３年度「都立高校に関する都民意識調査（高校生調
査）実施に係る留意事項等の送付について
・【重要：高等学校教育課】「都立高校に関する都民意識調査（都立高校生意識
調査）」実施の再周知について
・都立高校改革推進計画に基づき実施した施策等に係る成果の検証について（依
頼）

7 1 1
公にすることにより業務に関係のないメールが送信されるなど、事
務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

24 R4.4.14 R4.6.8

・「卒業生が社会に出て活動している状態をインタビューする」と言ったその答
弁について庁内で検討・合意した文書
・上記で例示した①海外留学した元生徒、②探究的な学びを卒業後どのように生
かしたかの①②について庁内で検討・合意した文書
・上記で例示しなかった③自衛隊員、④文部科学省職員になった卒業生へのイン
タビューを計画した文書

1
今後「実施について検討を行う」趣旨での発言であり、当該内容に
係る文書は作成しておらず、存在しないため

教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

25 R4.4.14 R4.6.9
・校長連絡会開催通知
・校長連絡会次第

56 1 1
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの（他の
情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるこ
ととなるものを含む。）であるため

教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

26 R4.4.14 R4.6.13
・校長連絡会で配付された君が代（卒業式・入学、周年行事）に関する資料
・「都教委卒業式・入学式対策本部」「同幹事会」「同調査委員会」の開催案内
と配付資料一式

1 1
教育庁指導部
管理課

27 R4.4.14 R4.6.13

校長連絡会で配付された以下の資料
・警官配備に関する内容
・自衛隊員募集のポスターや自衛隊員募集に関する内容
・宿泊防災訓練、「防災」と称する講話に関する内容

1 請求に係る文書は作成しておらず、存在しないため
教育庁指導部
管理課

28 R4.4.14 R4.6.13

・卒業式・入学式及び都立高校等の入学試験で、警官配備を都教委が警察と校長
との（３者の）間でやり取りした文書
・警官配備を要請・依頼するに際し、都教委内で協議・稟議、供覧した文書
・警官配備について、都教委による妨害・侵害（都教委の言葉で言えば「ビラま
き対策」）の意図がある文書
・卒業式「君が代」反対の校門前ビラ配りに対して、都教委がビラのファックス
を指示した文書及び送付された文書
・自衛隊員募集を意図したカレンダー及び校長連絡会でカレンダー配布について
配布された文書

1 請求に係る文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため
教育庁指導部
管理課

29 R4.4.15 R4.6.14 平成２９年６月１２日付教職員の服務事故について 3 1
教育庁人事部
職員課
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30 R4.4.15 R4.6.14

・■■■■主幹教諭■■■■の服務事故に関する事情聴取書
・■■■教職員の服務事故について（報告）
・■■■■主幹教諭■■■■の服務事故に対する監督責任に関する事情聴取書
・■■■■教職員の服務事故に係る処分について（内申）
・２９教人職第２０９号教職員等に対する懲戒処分等の審査について（諮問）
・２９懲分審第２号教職員等に対する懲戒処分等の審査について（答申）
・２９教人職第２３１号■■■■主幹教諭に対する懲戒処分について
・２９教人職第２３２号■■■■公立学校長に対する措置依頼及び■■■■公立
学校副校長に対する■■■■依頼について

56 1 1 1

・当事者・関係者の所属名及び氏名は、個人に関する情報であっ
て、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合する
ことにより、特定の個人を識別することができることとなるものを
含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、開示するこ
とにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
・当事者、関係者等からの報告や事情聴取等の内容について、開示
が前提となると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者等か
らの報告や事情聴取等による適切な情報収集が困難となるおそれが
あり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼす恐
れがあるため
・懲戒分限審査委員会への諮問又は懲戒分限審査委員会からの答申
の段階での案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明
らかになり、東京都教育委員会が行う人事管理の事務に関し、公正
かつ適正な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため
・人事等に関する案件として非公開で行った会議に関する情報であ
り、開示されることとなると、人事管理に係る事務の公正かつ円滑
な遂行に支障が生じるおそれがあるため

教育庁人事部
職員課

31 R4.4.15 R4.6.14 平成２９年第９回東京都教育委員会定例会議事録 37 1 1 1

・当事者・関係者の所属名、氏名等、服務事故に係る詳細な状況等
は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができ
るもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別するこ
ととなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできない
が、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあ
るため
・人事等に関する案件として非公開で行った会議に関する情報及び
処分原案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らか
になり、人事管理に係る事務の公平を損なうおそれがあるため

教育庁総務部
教育政策課

32 R4.4.21 R4.6.20

・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）
事業実施方針
・東京都中学校英語スピーキングテスト事業検討委員会設置要綱（令和元年度）
・東京都中学校英語スピーキングテスト事業検討委員会設置要綱（令和２年度）

1 1
教育庁指導部
管理課

33 R4.4.21 R4.6.20

・東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）事業の検討について
・東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）事業に関する検討委員会　検討
事項
・令和２年度東京都中学校英語スピーキングテスト事業検討委員会検討内容一覧
・東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）事業検討委員会関連資料（次
第・議事要旨）【令和元年度】
・東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）問題等検討委員会関連資料（次
第）【令和元年度】
・令和２年度東京都中学校英語スピーキングテスト事業検討委員会検討内容一覧
・令和２年度東京都中学校英語スピーキングテスト事業の検討について
・東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）事業検討委員会（次第・議事要
旨）【令和２年度】
・中学校英語スピーキングテスト問題等検討委員会関連資料（次第）【令和２年
度】
・中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J ）ESAT-J GRADE設定委員会関連資料
（次第）【令和３年度】
・中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）問題等検討委員会関連資料（次第）
【令和３年度】
・東京都英語スピーキングテスト採点の質を確保する方策
・令和元年度プレテスト速報データ
・令和元年度「中学校英語スピーキングテスト」最終報告書
・中学校英語スピーキングテスト令和２年度確認プレテスト①結果報告書-速報版
-
・令和２年度「中学校英語スピーキングテスト」最終報告書
・中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）令和３年度確認プレテスト②結果報
告書-速報版-
・令和３年度「中学校英語スピーキングテスト」最終報告書

1 1 1 1

・本試験はスピーキングに関するテストを既に実施している事業者
のノウハウを活用しながら運営していくものであるため、これらの
情報を公にすることは、特定の事業者の持つ試験の運営ノウハウの
漏洩に繋がり、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位が損なわ
れることとなるばかりでなく、徒に白日の下に晒されることになれ
ば本試験の存在そのものを揺るがす事態になりかねない重大な危険
性を孕んでいるため
・中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）問題等検討委員会は、
都立高校入学者選抜の選考資料として使用される問題そのものを直
接作成している委員会であり、本委員会の検討がゆがめられると、
都立高校に入学を希望する中学生やその保護者等をはじめ、関係者
の被る被害はきわめて甚大である。検討されている内容が高校入試
の選抜資料として扱われる内容であるという観点において、一般の
行政事業における検討委員会とは守られるべき秘匿性の程度が明ら
かに異なることから、検討の関与者に関する情報（委員の氏名や所
属）、及び委員会の検討スケジュール（開催日程、回数等）につい
て非公開とすることで、第三者が検討内容に何らかの圧力をかける
ことの無いよう、アクセス遮断を十分なものとする必要がある。
・試験問題の作成検討に関する開催日時、場所、内容などの情報が
公にされることにより、検討経過の推移を特定できる内容が明らか
になり、今後の試験運営において適正性及び正当な秘匿性を確保す
ることが極めて困難になる。

教育庁指導部
管理課
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34 R4.4.21 R4.6.20

・東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）事業検討委員会配布資料一式
【令和元年度】
・東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）問題等検討委員会配布資料一式
【令和元年度】
・東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）事業検討委員会配布資料一式
【令和２年度】
・中学校英語スピーキングテスト問題等検討委員会配布資料一式【令和２年度】
・中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J ）ESAT-J GRADE設定委員会配布資料一
式【令和３年度】
・中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）問題等検討委員会配布資料【令和３
年度】

1 1

・中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）問題等検討委員会は、
都立高校入学者選抜の選考資料として使用される問題そのものを直
接作成している委員会であり、本委員会の検討がゆがめられると、
都立高校に入学を希望する中学生やその保護者等をはじめ、関係者
の被る被害はきわめて甚大である。検討されている内容が高校入試
の選抜資料として扱われる内容であるという観点において、一般の
行政事業における検討委員会とは守られるべき秘匿性の程度が明ら
かに異なることから、検討の関与者に関する情報（委員の氏名や所
属）、及び委員会の検討スケジュール（開催日程、回数等）につい
て非公開とすることで、第三者が検討内容に何らかの圧力をかける
ことの無いよう、アクセス遮断を十分なものとする必要がある。
・試験問題の作成検討に関する開催日時、場所、内容、委員の氏
名・所属・役職などの情報が公にされることにより、検討経過の推
移や委員個人を特定できる内容が明らかになり、特定された委員個
人に対して何らかの圧力がかかると、今後の試験運営において適正
性及び正当な秘匿性を確保することが極めて困難になる。
・関連資料の内容は、全て試験問題の作成検討の具体的な協議事項
に深く関係するものであり、本試験はスピーキングに関するテスト
を既に実施している事業者のノウハウを活用しながら運営していく
ものであるため、これらの情報を公にすることは、特定の事業者の
持つ試験の運営ノウハウの漏洩に繋がり、当該事業者の競争上又は
事業運営上の地位が損なわれることとなるばかりでなく、徒に白日
の下に晒されることになれば本試験の存在そのものを揺るがす事態
になりかねない重大な危険性を孕んでいるため

教育庁指導部
管理課

35 R4.6.15 R4.6.20
・東京都立学校の入学料減免取扱要領
・入学料・授業料等減免事務の手引

1 1
教育庁都立学
校教育部高等
学校課

36 R4.6.15 R4.6.21
都立定時制高校の入学料減免及び免除の要綱・マニュアル（都立墨田工業高等学
校作成分）

1
入学料減免及び免除の事務手続は、東京都教育委員会の要領・マ
ニュアルに基づいて行っており、当該文書は作成していないため

都立墨田工業
高等学校

37 R4.4.28 R4.6.22
「令和４年度東京都立高等学校等一覧」に掲載されている高等学校等の授業時数
配当表［様式２の１］と［様式２の２］

1 1
教育庁指導部
管理課

38 R4.6.17 R4.6.28
・R04使用【国語・外国語】補助教材一覧（高校・中等後期）
・R04使用【国語・外国語】補助教材一覧（中学・中等前期）

113 1
教育庁指導部
管理課


